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                  202６/６/６ №１０１ 千代田区労働組合協議会 

千代田区神田三崎町2-19-8 ℡03-3264-2905 （１） 

５月２９日  千代田労働学校（第９回）を開催 

講師 岡村  稔（日本学生支援機構労働組合 書記長 ）さん 

野中  郁江（東京高等教育研究所事務局長）さんを迎えて 

5月 29日に千代田区春闘共闘の労働学校（第 9回）が開かれました。以下、講演の内容です。 

日本学生支援機構は、公的奨学金ということだが、学生ローンを国が貸

し付けるところ。そこの労働組合で書記長をしている岡村です。 
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①奨学金の根拠法/②奨学金の種類/③奨学金８２年の歴史/④ローン化と「受益者負担論」/⑤日本学生支援機

構の奨学金/⑥貸与奨学金に新たなローン/⑦人生で２番目に高い買い物/⑧大学等修学支援制度の概要/⑨大

学等修学支援制度の課題 

 

２，なぜ私立大学の学費が高いのか 

①学費高騰と学生ローンの拡大/②振興から淘汰へ・経常費補助の推移/③１４分の１・国立と私立の格差 

 

３，学生と奨学金利用者のリアル 

①学生生活費の2/3は学費/②借金と労働の学生生活/③優秀な回収率なのに回収強化/④奨学金が返せない 

 

４，日本は「無償教育の国」になると宣言 

①国際人権A規約１３条とは/②学生支援は給付が常識 

⓷教育予算を世界水準に/④韓国の運動に学ぼう！ 

⑤軍事費削り給付学生 100万人に！ 

 

千代田区労協通信 

なぜ教育にかける予算が

少ないのか？― 学費・奨学

金の変遷と教育無償化の行方 ― 
 

 

 

    岡村 稔さん 
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１－１ 奨学金の根拠法  

日本国憲法第２６条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受け

る権利を有する。 

教育基本法第４条（教育の機会均等） すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えら

れなければならず人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 

３ 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨

学の措置を講じなければならない。 

主な公的経済支援策  

 お金がない学生に対して、経済的支援を行うのは、国と地方自治体の義務とされている、 

 学校（学費）に対するものー 学費無償ｏｒ授業料減免制度  諸外国では多くは、学費無償。 

 学生（生活費）に対するものー 奨学金ｏｒ学生ローン 諸外国では、給付義務がないものが多い。 

 2018年に給付奨学金ができる。 

 

1-２ 奨学金の種類 

奨学金 学生に対して生活資金を支援する制度、日本以外は給付。返還義務付は学生ローンと呼ばれる 

公的奨学金➡①日本学生支援機構奨学金（全体の約９割の事業予算規模） 

➡A：給付奨学金（２０１８年度創設 ２０２０年度より大学等修学支援制度） 

          ➡B：貸与奨学金（有利子 無利子 ２０２４年度より院生に授業料後払い 

②地方自治体奨学金➡A:給付奨学金  B:貸与奨学金 

 

民間奨学金（企業や大学、団体、資産家など）➡①給付奨学金  ②貸与奨学金（一定の条件で返還が減

免される制度あり） 

 

1-３ 奨学金８３年の歴史 

1943年 大日本育英会法成立 師範学校の生徒激減を憂う議員立法             

        ＊44年4月開始、４か月後に学徒動員、１年後には授業停止 

1971年 中央教育審議会の「受益者負担」政策提案 

       ＊大学授業料が 1975～80年度に 国立3.6→18.0万円 私立18.3→35.3万円 

1984年 中曽根内閣 有利子奨学金導入 特別貸与制度廃止           

       ＊付帯決議「無利子が基本、有利子は補完措置、財政好転すれば廃止」 

1999年 橋本内閣 貸与金額選択制有利子導入 教職研究職返還免除廃止 

       ＊有利子貸与人数、貸与額の急激な拡大 1998年24％⇒2013年76％ 

2004年 小泉内閣 日本育英会廃止 ４財団法人と統合して移行 

       ＊「民業圧迫」（石原行革相2001.6.6）が廃止理由、奨学金が金融事業に 

2007年 安倍内閣（１次） 独法整理合理化計画閣議決定 

       ＊有利子金利上限見直し、民間委託推進、次年度に回収強化策  ３か月滞納でブラックリストに 
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2012年 野田内閣 国連人権Ａ規約１３条「留保」撤回 

       ＊無利子「所得連動」導入（年収３００万円以下無期限猶予） 

2014年 安倍内閣（２次） 奨学金返還猶予制度の拡充 

       ＊猶予期間上限５→１０年、延滞金利率１０→５％、延滞中猶予可能に 

2017年 安倍内閣（３次） 給付奨学金、新所得連動型導入  

       ＊１/３減額返還、無利子に財政融資資金、延滞率の高い大学名公表 

2020年 安倍内閣（４次） 大学等修学支援制度給付奨学金と授業料減免  

2024年 岸田内閣 大学院生に授業料後払い制度導入 

 

1-４ 奨学金８３年の歴史 

奨学金ローンの青写真 ９兆円市場に 

「選択・責任・連帯の教育改革～学校の機能回復をめざして～教育改革に関する報告書」（1999 年社会経

済生産性本部） 

学資（＝学費+生活費）の合計は年間 300万円。（中略）親が代わって学資を支払うことは、しないことを

原則にする（たとえば、贈与とみなして課税するなど）。 

そのかわりに学生本人に対して、銀行から奨学ローンの形で貸付を受けられるようにする。1200 万円を

20 年賦、市中金利+α（年６％の固定金利）で借りるとして、毎年の返済額は約 100 万円程度。自動車ロー

ンに比べれば高額だが、住宅ローンほどではない。（中略）その規模は、毎年、約 300万人に年間 300万円と

して、約９兆円。しかも将来世代への健全な貸付だから、やがておつりがついて戻ってくる。 

 

「１８才自立型社会」奨学金制度 

「今、大学へ進みたいという意欲と能力のある者にとって大学に進むことが、経済事情によって困難である

ということはほとんどあり得ない…自己責任・自立型の社会に対応した奨学金制度は給付より貸付という形を

取る必要があり、公平だ…高い教育を受けた者はそれに応じた、要するに社会的な収入というものが約束され

ているということが一つの今の社会システム…教育は自己投資として自分の責任で自分が担っていかなけれ

ばいけない」2003 年５月１３日 参議院文科委

員会参考人質疑「新たな学生支援機関の設立構

想に関する検討会議」座長、奥島孝康氏（元早

大総長）発言 

 

国民の意識は…経済格差による教育格差

を容認！？ 

「高所得の家庭の子ほどよい教育を受け

られるのは？」 

 

 

（％） 当然だ 
やむを

得ない 
問題だ 

無回答･

不明 

２００４年 3.9 42.5 50.8 2.9 

２００８年 3.9 40.0 53.3 2.8 

２０１３年 6.3 52.8 39.1 1.8 

２０１８年 9.7 52.6 34.3 3.4 

朝日新聞2018年4月5 日付、「朝日・ベネッセ保護者調査」より 
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1-５ 日本学生支援機構の奨学金 

・学生の３．３人に１人が貸与奨学金を利用 

 高等教育機関で学ぶ学生３５８万人のうち、１０９

万人（30.4%）が機構の貸与奨学金を利用 

 3.3人に 1人が利用 

 大学（昼間部）学生の５１.１％が何らかの奨学金

（JASSO 含む）を利用。（JASSO 学生生活調査

202４年） 

・給付奨学金１８％、有利子６割 

・無利子への政府支出９６２億円 

 

 

 

  

 

1-６ 貸与奨学金に新たなローン 

 学力基準 

●無利子奨学金 ①②のいずれか 

 ①高校 2～3年の成績が 5段階評価で 3.5以上 

 ②高卒認定試験合格者 

 ※生計維持者が住民税非課税の場合要件緩和措

置 

●有利子奨学金①～④いずれか 

 ①高校の成績が平均以上 

 ②特定の分野に特に優れた資質 

 ③学習に意欲があり修了見込める 

 ④高卒認定試験合格者 

●授業料後払い①～③いずれか 

 ①高校 2～3年の成績が 5段階評価で 3.5以上 

 ②高卒認定試験合格者 

 ③学習に意欲があり修了見込める 

 

 

 

 

２０２５年度予算案 財源内訳 
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1-７ 人生で２番目に高い買い物 

無利子奨学金は2017年度より所得連動返還方式との選択が可能に。 

但し、所得ゼロでも最低月額2000 円。返還期間の上限なし 

1-８ 大学等修学支援制度 ①概要 

前進面  

給付奨学金と授業料減免制度をセットで支援  （学費と生活費を両面で支える初めての制度） 

専修学校（専科）、高専（4～５年生）に支援拡大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

課題は多くある。 

学部〈４年間〉 修士〈２年間〉 博士〈３年間〉 返還

私立・自宅外の学生 　　　

　〈無利子〉
　月額６万４千円×４年
　　　　計　３０７万２千円

要返還額　３０７万２千円

返還月額14,222円×18年
月収に占める割合5.4％

〈有利子〉入学時増額50万円
　月額１２万円×４年
　　　　計　６２６万円

要返還額　８４３万円

返還月額35,000円×20年
月収に占める割合13.4％

　〈無利子〉
　月額６万４千円×４年
　　　　計　３０７万２千円

　〈無利子〉
　月額８万８千円×２年
　　　　計　２１１万２千円

　〈無利子〉
　月額１２万２千円×３年
　　　　計　４３９万２千円

要返還額　９５７万６千円

返還月額39,900円×20年
月収に占める割合15.3％

　〈有利子〉
　月額１２万円×４年
　　　　計　５７６万円

　〈有利子〉
　月額１５万円×２年
　　　　計　３６０万円

　〈有利子〉
　月額１５万円×３年
　　　　計　５４０千円

要返還額１，３０５万７千円

返還月額54,403円×20年
月収に占める割合20.8％

JASSO奨学金返還シュミレーション

※月収２６万１千円（毎月勤労統計調査より）、利率1.22％として計算　＊JASSO概要より作成  

出典；文科省HPより大学等修学支援制度の概要 

 



6 

 

千代田区労協通信  202６/６/６ №１０１ 千代田区神田三崎町2-19-8 ℡03-3264-2905 （６） 

1-８ 大学等修学支援制度 ②課題 

①少子化対策事業に矮小化  25 年 4 月の法改正で第１条（目的）にあった「修学の支援」文言削除、「家庭」・

「子育て」支援／所管はこども家庭庁   大学院生、３浪人など対象外 

②財源は消費税増税分に特定  庶民増税の口実に利用   

③支援対象は年収380万円未満  国大授業料減免制度からの後退 

④返還免除付きの貸与制度  上位成績を維持しないと給付廃止   

２０２４年度（学業）給付廃止・停止は、2万5601件／６．８％  退学につながる。 

⑤１０００億円予算を残す  202４年度予算６４万人2,573億円計上 

  実績は３５万人、1,500億円（5８％）しか使われない。  残りは、国庫補助金として防衛費に 

⑥中間所得層への拡大も多子世帯及び理工農系のみ 

⑦機関要件の厳格化  24年度から「定員８割減３年連続で対象外」 

  12大学23短大が対象外に⇒文科省が要件一部緩和に 

 

２-１ 学費高騰と学生ローンの拡大 

 

２-２ 振興から淘汰へ 経常費補助の推移 

 A１９７５ 私立学校振興助成法成立時の付帯決議 

政府は、本法の運営にあたり、私立学校教育の特質と重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をす

べきである。 

 私立大学に対する国の補助は２分の１以内となっているが、できるだけ速やかに２分の１とするよう努め

ること。（以下略）  
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1975年７月１日 参議院文教委員会 全会一致で決定   付帯決議で補助率 5割に。 

B１９８０ 補助率２９.５％⇒ その後、第二「臨調」行革で削減対象に 

C２００６ 経常費補助総額 

最高額３３１２億円に⇒ 

２００７年度より定員割れ大学に減額・不交付措置導入 

D２０１５ 補助率１ケタに  １６年度から数値非公表 

E２０２２ 補助率 8.6％ 

１０兆円ファンド創設、国際卓越研究大学公募  私学の淘汰へ 

 

文科省は 2016年度、2017年度、2023年度の経常的経費および経常費補助率の数値を公表していない。 

 

私大経常費補助の推移 

  年度 
総額 

（億円） 

対 前 年

度 伸 び

率％ 

経常費に占

める割合％ 

A 1975 1,007.07  57.4  20.6 

B 1980 2,605.00  10.6  29.5 

C 2006 3,312.50  0.6  11.5 

D 2015 3,152.50  -1.0  9.9 

E 2022 2,975.00  0.0  8.6 
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２-３ １４分の１・国立と私立の格差  

国立大学等経常費補助と国立大学運営費交付金の格差 

＊２０２４年度（令和６年

度）学校基本調査，２０２

４年度文部科学省予算

資料から作成。 

＊「学校数」には短期大

学を含む。「学生数」には、

大学については学部学

生のほか大学院・専攻

科・別科の学生及び聴講

生・研究生等を含め、短

期大学については本科

学生のほか専攻科・別科

の学生及び聴講生等を

含む。 

 

大学生の８割が学んでいるのに… 

「選択と集中」で私立大学を淘汰 

２０２５年２月経団連提言「大学を卒業できる能力・資質を持たないものの入学を許可する大学が存続し

続ける」ことは許されない…私大助成は『延命策』になっている」「大学間の統廃合を促がす政策と合わせて

私学助成見直し」 

メリハリのある資金配分 

２０２３年度は下位７割の私大から１１２億円を取り上げ、上位３割の私大に配分 

補助金削減で学費高騰 

２０２３年度授業料（施設設備費等含む）平均１２３万６５３４円 ４０年前の２.２倍 

 

３-１ 学生生活費の

2/3は学費 

５０年で生活費は 2.2 倍 

学費は 5.8 倍 

 

 

 

2024 年度

予算 
私立大学 国立大学 私立 ： 国立 

国庫支出額

（億円） 

経常費補助

２，９７８  

運営費交付金

１兆７８４ 
１ ： ３．６ 

学校数（校） ９０６ ８６ １０．５ ： １ 

１校当たり額

（億円） 
３．３  １２５．４  １ ： ３８ 

学生数（人） ２，２５１，１３０ ６０３，９６７ ３．７ ： １ 

１人当たり額

（万円） 
１３．２  １７８．６  １ ： １３．６ 
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３-２ 借金と労働の学生生活 

２０２４年度学生生活調査 

• 家計からの給付割合 

  50.7％ 

• アルバイト従事者 

  86.4％ 

• 何らかの奨学金を受給 

  51.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-３ 優秀な返還率なのに回収強化 

総合返還率９７．３％ jasso IR情報等より 

➡2024 年度 JASSO 奨

学金延滞者に関する属性調

査/業務実績報告書 

貸与残高（2024 年度末） 

9兆2,724億円   

要返還債権 

7兆4,719億円 

A 3 ヵ月以上延滞債権

2,046億円 

b 延滞率（100b／a）＝

2.7％ 延滞者 13万人 

JASSO 発行財投機関債 

日本格付研究所（JCR)は

AAA に 

延滞者の年収 60.9％が年

収300万円以下  

滞納者に厳しい罰則がある 

24年度強制執行 267件 

 

 

機構の回収

強化策 
2006

年度 
2010

年度 
2017

年度 
2024

年度 

３ヵ月後 個人信用情報

機関へ登録 
－ ４，４６９ ２５，２８８ ３５，４９９ 

４ヵ月後 初期延滞債権

の回収委託 
－ ８７，８３８ ８８，１９６ １０５，３８８ 

９ヵ月後

原則 
法的措

置移行 

支払督促申立

予告 
１０，４９８ ５，８２７ １７，８６２ １４，３１７ 

支払督促申立 １，１８１ ７，３９０ ８，６５９ ５，６６４ 

強制執行予告 ２３ ２，１３３ ３，９９８ ２，９４１ 

強制執行 ０ ８５ ３４４ ２６７ 
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３-３ 奨学金が返せない   

 

４-１ 国際人権 A規約１３条とは 

３３年間の「留保」を撤回し、条約批准国160ヵ国中159番目

に適用（2012.9.11 

すべての教育段階で無償教育の漸進的導入を約束 

国際人権規約 A規約（社会権規約）１３条（教育について

の権利）２項（ｃ）高等教育は、すべての適当な方法により、

特に、無償教育の漸進的な導入により、能

力に応じ、すべての者に対して均等に機会

が与えられるものとすること。 

 

国連は「迅速な実現」を勧告 

「漸進的実現」の語は、規約上の権利の全

面的実現を可能なかぎり迅速かつ効果的に

達成する義務を課すものであることを、締

約国が想起するよう求める。 

 

国連社会権規約委員会第３回審査

（2013.5.17）「総括所見・勧告」の抜粋 

無償教育国際条約 

全批准から 13年！ 

ランキング 延滞している理由 （％）

1位 本人の低所得 62.8

2位 本人の借入金の返済 34.5

3位 延滞金額の増加 31.1

4位 返還月額が高い 19.8

5位 本人が失業中（無職） 19.4

6位 本人の病気・けが 16.0

7位 親の経済困難（本人が親に経済援助） 12.6

奨学金延滞理由ランキング

２０２４年度奨学金の返還者に関する属性調査

単位は％　複数回答可　日本学生支援機構
 

 

2022年 2023年 2024年 2025年

自殺者総数 21,881 21,837 20,320 19,097

経済理由 4,697 5,157 5,092 5,359

奨学金返済苦 10 6 23 11

奨学金の返済を理由とした自殺者の推移

奨学金返済苦による自殺

出典；厚生労働省自殺対策推進室/警察庁生活安全局生活安全企画課

４年で５０人

 

社会権規約委員会が日本政府に求める措置 

 ①無償教育の具体的行動計画の作成 

 ②朝鮮学校に対する就学支援金支給 

 ③高校の入学金と教科書の早急の無償措置 

 ④教育費の直接の費用（授業料等）と間接の費用  

  （学校納付金等）の無償措置 

 ⑤給付奨学金導入 

  （不利な立場の個人の平等化重視） 

 ⑥初等・中等・高等教育の教育職員の地位に関す 

  る勧告の着実な実施（少人数学級、過重労働や 

  非正規雇用の解消など） 

 ⑦第 13条 1項の教育目標（人格の完成・尊厳、友   

  好、平和など）に違反しない教育課程・教科書   

  等の監視システムの整備 

 日本政府は、2018 年 5 月 31 日までにこれらの措置を講ずる

ことが迫られていたが、未だに無視。 
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４-２ 学生支援は給付が常識 

同じ所得連動

型学生ローンで

も、英、豪は平

均年収を超えな

ければ返還義務

が生じない。い

き値も返還期間

上限もないのは

日本だけ 

 

 

 

 

似て非なる日本と英、豪の学生ローン 

韓国では、給付奨学金を増やしている。 

 

 

 

 

４-３ 教育予算を世界水準に 

高等教育の私費負担割合は OECD平均が２８.４％に対し日本は６３.４％。教育の公財政支出（対 GDP比）

は２.９０％、OECD加盟国で下から２番目。OECD平均 4.15％まで教育予算を増やせば大学までの無償化が実

現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 アメリカ イギリス ドイツ フランス フィンランド 韓国 日本

人数 831万人
2016年廃止

院生は給付
63万人 67万人 18万人 137万人 35万人

受給割合 45% 24% 38% 100% 57% 10%

大学授業料

111万円

ニューヨーク

州立大学

664万円

シカゴ大学

164万円

イングラン

ド最高額

5万円 2万5千円 ０円

国立平均

42万円

私立平均

77万円

初年度納付

金

国立82万円

私立平均

136万円

諸外国の給付奨学金と大学授業料

資料；文部科学省「諸外国の教育統計2025」等より作成
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４-４ 韓国の運動に学ぼう！ 

 日本と同様に、高学費・低支援の国であった韓国は、学費軽減を求める運動が広がる中、政治課題となり、

急速に拡大されている。 

韓国のナショナルセンター民主労総委員長は「民主労総は労働者である前に、韓国社会 最大の父兄組織

として、学生の闘争に連帯する」と発言。民主労総の大学清掃労働者の組織化、最低賃金引き上げ運動に学

生が連帯。 

出典；ＯＥＣＤ統計 

 

 

４-５ 軍事費削り給付

学生 100万人に  

スペイン・サンチェス政権 

※９年連続奨学金予算増額で給付拡大 

※別の大学で学ぶための給付奨学金を創

設  月額 16万5千円×9ヶ月分 

＝148万円を一括受給！ 

 

 

教育は無償に！ 

奨学金は給付に！ 

 

 

               しんぶん赤旗 2026 年3月 12日 

 

過去１０年間の高等教育に対する公財政

支出の伸び率 

韓国 １０４％ 

ＯＥＣＤ平均 ３４％ 

日本 ５％ 

 

2006年 ハンナラ党、地方選挙から授業料半額化を主張 

2008年 生活保護受給者対象の給付奨学金実現 

2010年 高等教育財政投資 10 か年計画発表 

2011年 学費半減求める学生・市民・労働組合の集会拡散 

2012年 所得３分位以下対象の給付奨学金実現 

2014年 給付奨学金予算が前年比22％拡大 

 

 

2011.6.10 大学授業料半額化を求める２万人ロウソク集会 

韓国 清渓広場 
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いま大学政策は？私立大学は？ 
大学と私立大学をめぐる、大きな流れ①、②、③ 

 

① 菅、岸田、高市政権、「国家・軍事のために、学問研究を差し出せ」 

「教育にも口をだす」 

軍事研究に反対した日本学術会議に対して、会員の任命拒否（2020年）

に始まり、昨年、学術会議の学問の独立性を踏みにじり、会員選考をはじ

め、政府介入を強める特殊法人化法（26年 10月から施行）が成立。 

 閣議決定された第 7期科学技術イノベーション基本計画（2026年 4月）

は、科学技術イノベーション基本法には定めのない「国家安全保障目的」

を導入したことで、軍産学連携へ変質した。結果、基礎研究を細らせて、

デュアルユースという名の軍事研究が押し付けられる。軍事企業のために

大学は、力を尽くせ。大きな研究費を出す。 

第 7期基本計画には、大学だけでなく、初等中等教育まで、（国家や企業に役立つ）人材育成の観点から、

教育の中身が書きこまれている。公教育に対する国家総動員体制の始まり。 

 

教育基本法第 1条（教育の目的）  立ち戻ってみよう！人間を「人材」なんて呼ぶ？ 

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心

身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

人材とは、国、

企業からみて

使える人、役

にたつ人間の

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①についての

報道、論評 

しんぶん赤旗

5月 13日 

 

 

  野中 郁江さん 

  （明治大学名誉教授） 
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② 私大については、

「少子化対策」の枠を

大きく越えて、文系

私大不要キャンペー

ンを展開する内閣府、

財務省 

「少子化なので、大

学の数を適正化した

い（定員割れ私大の

制裁）」とにかく減ら

したいと言うのが国。

補助金減らす。 

定員割れをしてい

るので、学生数以下

の補助しか出さない、

修学支援制度から外

される、求められる

学部・学科の編成変

えをしたくても計画

を認めない。私大に

対する 3点セットの

いじめ。 

この枠を超えて、

文系卒業生は過剰、

私大は文系の定員を

減らして、理系転換

を図れと求めていま

す。 

政策の基礎とな

っているのが、経産

省 

2040 年就業構造

推計の人材過不足

シミュレーション。

この計算根拠が公表

されていません。そ

もそも本当にそうな

るのか？AI の普及

に伴って、文系人材

＝事務職か？不要に
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なるのか？本日のポイント。 

内閣府・日本成長戦略会議 人材育成分科会「高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革ビ

ジョン 人への投資の好循環による強い経済の実現」（2026年 4月） 

 

財務省が、「4 割から 6 割の私立大学は、

不要である」と、キャンペーン 

 

 

 

③ 高市政権は、高校、大学をこう変えたい。 

日本成長戦略会議 人材育成分科会「高校から

大学・大学院等を通した人材育成システム改革

ビジョン~人への投資の好循環による強い経済

の実現」（2026年 4月）が掲げている目標  

 

 

4月2日 経産省・2040年就業構造推計についての記事 
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大学進学率を下げようとしている。 

進学する資格のない学生がいるキャンペーン。 

世界一高いと言われる学費のもとで、親の負担で、上昇させてきた大学進学率。 

戦後、若者と父母が願ってきた 4 年制（2 年制）大学への進学努力を傷つけるもの。子どもが生まれたら

「学資保険」に積み立てる。 

そもそも政権と財界がいう国際競争力が低下しませんか？ 

 

（講演の編集：千代田区労協事務局長 小林秀治） 

・・・・・・・・・・・・‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次回の労働学校 

2026 年 6 月 26 日（金）18：30 （水道橋・千代田区労協事務所） 

魅力的な労働組合活動に向けて  新しい組合のつくり方、5つのレシピ 

講師 大門 晋平（国公労連中央執行委員） 

全厚生本省支部での組織拡大の事例や全司法でのファーストアタック、 セカンドアプローチの取り組み

を紹介。国公労連内で進む労働組合の“新 しいつくりかた”について「対話と学びあい」を通じ一緒に考え

ましょう。 

 

※皆さんからの投稿、感想・ご意見などお待ちしています。 

＊千代田区労協通信バックナンバー／http://www.chyda-kr.org/kuroukyou_news2023.htm 

 

http://www.chyda-kr.org/kuroukyou_news2023.htm

